
会  長 斉藤　　隆

幹  事 鈴木　敏広

ＳＡＡ 嵐　　繁雄

遠藤　　洵

出席状況 正会員数 37 名 カード出席 3 名
本日出席会員数 23 名 本日の修正出席率 72.22 ％

◎会長挨拶－斉藤　隆会長
　皆さん、こんにちは。能登半島地震から 2週間が

過ぎました。昨日、民生員の定例会があって防災の

心得ということでお話がありました。災害に遭った

時に自分の身を守ることが一番大切だと思いますが、

自分の身を犠牲にして人を助けるのではなく、自分

の身を案じながら人を助けることが大事だと思いま

す。また、マスクについても話があり、現在コロナ、

インフルエンザが流行している中でマスク着用につ

いても、もう一度考える必要があると感じました。

それから朝晩大変冷えこんで参りました。会員の皆

様にはお体をご自愛いただきお過ごし下さるようお

願い申し上げます。

◎幹事報告－鈴木敏広幹事
 ・いわき小名浜ロータリークラブさんより週報及び 1

月のプログラムが届いています。

 ・2 月 11 日（日）にいわき分区のＩＭが開催されます。

急な案内で申し訳なかったんですが、皆さんから

お返事をいただき取りまとめております。現在 15

名参加となっています。まだ出欠の返事をいただ

いていない会員には連絡を入れて確認する予定で

すので宜しくお願いします。

◎各委員会報告
◇出席・スマイル委員会－鈴村正人小委員長
 ・本日の出席状況は下記の通りです。

 ・高崎文孝会員本日の卓話よろしくお願いします。

斉藤会長、鈴木（敏）幹事、高橋副幹事、小澤、

鈴村、嵐、清水、柏原、木幡、高崎、髙萩、渡邉

公平パストガバナー、渡邉（芳）、星、影山、川口、

鈴木（雅）、各会員

 ・出席奨励賞ありがとうございました。

鈴村、吉野（彰）、大平各会員

 ・本日早退ごめんなさい。　　　　  佐藤（政）会員

 ・ゴルフ愛好会Ｂグループ優勝してしまいました。

鈴木（敏）幹事

 ・本日は出席奨励賞をお渡ししたいと思います。名

前を呼びますので前の方へどうぞ。私鈴村、吉野

彰芳会員、大平会員おめでとうございます。

◇親睦活動委員会－小澤啓一小委員長
　皆さん、こんにちは。親睦活動

委員会より今後の予定をご案内致

します。その前にクリスマス家族

例会が皆様のご協力により楽しく

開催することができました。あり

会員卓話　高崎 文孝 会員
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 いわき勿来ロータリー・クラブ

世界に希望を生み出そう
ロータリーソング　我等の生業
－今月は職業奉仕月間です－

ロータリーの行動規範
　　　　　星　行夫　会員

がとうございました。今後の予定が 4件ございます。

東京江戸川ロータリークラブ親睦お花見コンペが 3

月 30 日（土）です。観桜家族例会が 4 月 7 日（日）

に予定しています。行先は会津方面で桜を見て食事

の予定です。いわき分区親睦チャリティゴルフコン

ペが 4月 13 日（土）です。会長杯ゴルフコンペが 6

月 1 日（土）湯本スプリングスカントリーです。昨

年はコンペ終了後にやまたまやさんで表彰式を行い

ましたので今年も同じように行いたいと思います。2

月に入りましたら出欠を一度に取りたいと思います

ので宜しくお願いします。

◇プログラム委員会－鈴木雅之小委員長
　プログラム委員会よりお知らせ

を致します。福島第一原子力発電

所第２班の視察案内です。2 月 8

日（木）当日はミドリさん朝 8時

集合出発の予定です。詳細スケ

ジュールは参加者にお知らせをしたいと思います。

当日は身分証明書を必ずもって来て下さい。服装は、

歩き易いシューズと格好そして当クラブのジャン

パー着用でお願いします。今回の参加者は18名です。

第 2 班が終りましたら第 1班、第 2 班の視察週報を

作りたいと思いますので宜しくお願いします。

◎会員卓話
株式会社　高崎クリーン
代表取締役　高崎文孝様
　皆さん、こんにちは。只今ご紹

介をいただきました株式会社高崎

クリーン代表取締役の高崎文孝で

す。諸先輩の方々の前で話をさせていただくという

ことでご指名ですので廃棄物処理の現状について話

をしたいと思います。お配りした資料をご覧下さい。

出席はロータリアンの三大義務の一つです




